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電子政府・電子自治体の推進のための
行政手続オンライン化関係三法のポイント

１　行政手続のオンライン化

２　「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」（行政手続オンライン化法）

３　「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等　
　　に関する法律」（整備法）

４　「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」（公的個人認証法）

５　電子署名を利用したオンラインによる申請・届出等のイメージ

６　電子証明書の発行等の手続イメージ　

　

総　　務　 　省

※　第１５５回国会（平成１４年１２月６日）において成立、同年１２月１３日公布
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１．行政手続のオンライン化１．行政手続のオンライン化

行政手続オンライン化法が施行さ
れ、情報システムが整備されると、

申請・届出等の手続が、自宅又は
会社に居ながら、いつでもインター
ネットでできるようになります。

行政手続オンライン化法が施行さ
れ、情報システムが整備されると、

申請・届出等の手続が、自宅又は
会社に居ながら、いつでもインター
ネットでできるようになります。

（例）○　事業所における雇用保険被保険者取得・
　　　　　喪失届出（年間約1,000万件）
　　　　　　　　　※２００３年度中にオンライン化実施予定

　　　○　パスポートの交付申請（年間約580万件）
　　　　　　　　　※２００３年度中にオンライン化のための条件整備予定

　　　○　戸籍謄抄本の交付請求（年間約3,600万件）
　　　　　　　　　※２００２年度中にオンライン化のための条件整備予定

　　　○　申請・届出に際して、住民票の写しの提出
　　　　　　も不要になります。

　　　　（住民基本台帳ネットワークの利用により行政機関が　
　　　　　確認を行います・・・※）

　　　　　※　申請・届出に際しての「住民票の写し」の添付　
　　　　　　省略、年金支給のための現況届の廃止等のために　
　　　　　　住民基本台帳ネットワークを利用しますが、制度、
　　　　　　システム両面で十分な個人情報保護措置を講じて　
　　　　　　います。

○　国民の利便性の向上

○　行政運営の簡素化・効率化

　約５２，０００手続　の行政手続のオンライン化を実施（＝行政手続オンライン化法の対象）

○国民と国や地方公共団体の行政機関との間の申請・届出等の行政手続･･･ 約２１，０００ 手続
⇒２００３年度までにほとんど全てオンライン化
　２００２年度に、国手続 約６，７００ 手続 をオンライン化予定（国手続約１３，５００手続のうち）

○行政機関の間の手続など申請・届出等以外の行政手続･･･約３１，０００ 手続
⇒原則として２００３年度までにオンライン化

　約５２，０００手続　の行政手続のオンライン化を実施（＝行政手続オンライン化法の対象）

○国民と国や地方公共団体の行政機関との間の申請・届出等の行政手続･･･ 約２１，０００ 手続
⇒２００３年度までにほとんど全てオンライン化
　２００２年度に、国手続 約６，７００ 手続 をオンライン化予定（国手続約１３，５００手続のうち）

○行政機関の間の手続など申請・届出等以外の行政手続･･･約３１，０００ 手続
⇒原則として２００３年度までにオンライン化

各府省のアクション・プランの内容（アクション・プラン２００２）
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審査・交付等　　　受付　

これまでは・・・

行政手続のオンライン化により・・・

申請・届出等　　処分通知等

市町村

行政機関

郵送等

申請書類

添付書類

会社

自宅

霞が関ＷＡＮ・ＬＧＷＡＮ
認証局

市町村

行政機関
国の機関

役所に出向いたり･･･

都道府県

都道府県 　受付、審査、通知等

〒

国の機関

〒

〒

〒

〒

申請書

申請者
証明書

通知書

官職
証明書

インターネット 公的個人認証
サービスにより
発行
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２．「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」２．「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」
（行政手続オンライン化法）のポイント（行政手続オンライン化法）のポイント

１　趣　旨

○ 法令に根拠を有する国民等と行政機関との間の申請・届出等の行政手続（約５２，０００
　 手続）について、書面によることに加え、オンラインでも可能とするための法を新たに整
　 備（いわゆる通則法という形式）。
○ 行政手続のオンライン化により、国民の利便性の向上と、行政運営の簡素化・効率化を図
　 ることを目的。

① オンライン化可能規定
○原則として全ての行政手続について、各手続の根拠法令において書面で行うこととなって
　 いる場合に、書面によることに加えオンラインで行うことも可能とするための特例規定を
　 整備。
⇒オンライン化のための各個別法令の改正は不要に。
○行政機関が、電磁的記録により書類の縦覧・閲覧や作成・保存を行うことができるための
　 規定も整備。
② 適用除外
○手続の性質によりオンライン化になじまないものを法別表に列記し、例外的にオンライン
　 化可能規定の適用を除外（対面、現物を要する手続に限定）。
⇒３４法律、２２２手続について法別表に列記。

① オンライン化可能規定
○原則として全ての行政手続について、各手続の根拠法令において書面で行うこととなって
　 いる場合に、書面によることに加えオンラインで行うことも可能とするための特例規定を
　 整備。
⇒オンライン化のための各個別法令の改正は不要に。
○行政機関が、電磁的記録により書類の縦覧・閲覧や作成・保存を行うことができるための
　 規定も整備。
② 適用除外
○手続の性質によりオンライン化になじまないものを法別表に列記し、例外的にオンライン
　 化可能規定の適用を除外（対面、現物を要する手続に限定）。
⇒３４法律、２２２手続について法別表に列記。

２　規定事項

　　

３　施　行

○ 公布の日（平成１４年１２月１３日）から起算して３月を超えない範囲内において政令で
　 定める日から施行。
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３．「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う３．「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う
　　　関係法律の整備等に関する法律」（整備法）のポイント　　　関係法律の整備等に関する法律」（整備法）のポイント

○ 行政手続オンライン化法の規定のみでは手当てが完全ではないもの、例外を定める必要が
　 あるものについて、７１の個別法律の改正を束ね一つの法律としてとりまとめ。

○ 行政手続オンライン化法の規定のみでは手当てが完全ではないもの、例外を定める必要が
　 あるものについて、７１の個別法律の改正を束ね一つの法律としてとりまとめ。

１　趣　旨

① 既に手続のオンライン化を規定している法律との適用関係の整理
　 税関特例法、工業所有権特例法、食品衛生法等

② 手数料の納付の電子化
　 不動産登記法、商業登記法、道路運送車両法等

③ オンライン化に伴う手続の簡素化
　住民基本台帳法等
　（住民票の写しの添付等を省略するため住民基本台帳ネットワークシステムの利用事務を
　　追加）

④ 歳入・歳出の電子化、国税・地方税の電子納税
　 会計法、国税通則法、登録免許税法 等

① 既に手続のオンライン化を規定している法律との適用関係の整理
　 税関特例法、工業所有権特例法、食品衛生法等

② 手数料の納付の電子化
　 不動産登記法、商業登記法、道路運送車両法等

③ オンライン化に伴う手続の簡素化
　住民基本台帳法等
　（住民票の写しの添付等を省略するため住民基本台帳ネットワークシステムの利用事務を
　　追加）

④ 歳入・歳出の電子化、国税・地方税の電子納税
　 会計法、国税通則法、登録免許税法 等

２　整備事項
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○ 申請・届出等行政手続のオンライン化に資するため、第三者による情報の改ざんの防止・
　 通信相手の確認を行う、高度な個人認証サービスを全国どこに住んでいる人に対しても　
　 安い費用で提供する制度を整備するもの。

○ 申請・届出等行政手続のオンライン化に資するため、第三者による情報の改ざんの防止・
　 通信相手の確認を行う、高度な個人認証サービスを全国どこに住んでいる人に対しても　
　 安い費用で提供する制度を整備するもの。

１　趣　旨

① 希望者に対する電子証明書の発行
　 希望者は、市町村の窓口で都道府県知事の発行する電子証明書の提供を受けることが可能。

② 電子証明書の失効情報の提供
電子署名と電子証明書が付された申請・届出等を受信した行政機関等（署名検証者）から
　の要請に対し、都道府県知事はその電子証明書が失効リストに載っているかどうかを確認。

③ 個人情報の保護
　取り扱う利用者の個人情報を厳重かつ適切に保護（認証業務等に関して知り得た個人情報
　の他目的利用の禁止、セキュリティ対策の実施義務、厳重な守秘義務、利用者に自己の個
　人情報の開示・訂正及び苦情処理を保障）。

④ 指定認証機関
　証明書発行・失効情報提供の業務を複数の都道府県で共同処理するため、都道府県知事は
　大臣の指定する者（指定認証機関）に委託することが可能。

① 希望者に対する電子証明書の発行
　 希望者は、市町村の窓口で都道府県知事の発行する電子証明書の提供を受けることが可能。

② 電子証明書の失効情報の提供
電子署名と電子証明書が付された申請・届出等を受信した行政機関等（署名検証者）から
　の要請に対し、都道府県知事はその電子証明書が失効リストに載っているかどうかを確認。

③ 個人情報の保護
　取り扱う利用者の個人情報を厳重かつ適切に保護（認証業務等に関して知り得た個人情報
　の他目的利用の禁止、セキュリティ対策の実施義務、厳重な守秘義務、利用者に自己の個
　人情報の開示・訂正及び苦情処理を保障）。

④ 指定認証機関
　証明書発行・失効情報提供の業務を複数の都道府県で共同処理するため、都道府県知事は
　大臣の指定する者（指定認証機関）に委託することが可能。

２　規定事項

４．「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」４．「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」
（公的個人認証法）のポイント（公的個人認証法）のポイント

　　○ 一部を除き、公布の日（平成１４年１２月１３日）から起算して２年を超えない範囲内に
　 おいて政令で定める日から施行。

３　施　行
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５．電子署名を利用したオンラインによる申請・届出等のイメージ（１）５．電子署名を利用したオンラインによる申請・届出等のイメージ（１）

・パスポート申請

…

クリック

【パスポート申請様式】

○　氏名

○　住所

…

記入

○　氏名　総務太郎　　
○　住所　××市……

【パスポート申請様式】

電子署名

１，自宅等のパソコンで行政
機関等のホームページを開く

○○県申請・届出用

○○県財政の状況
○○県観光案内　
申請・届出用

…

２，利用しようとする申請・届出
等のページを選択し、該当箇所
をクリック

３，様式に記入 ４，利用者の秘密鍵が格納され
たＩＣカードをパソコンに接続され
たリーダライタにセットし、秘密
鍵を使用するための暗証番号を
入力する

ＩＣカード

５，電子署名の該当
箇所をクリック

○○県ホームページ

クリック

文書

①電子署名を施すべき
文書（デジタル情報）が
　ＩＣカード内に取り込ま
れる

②ＩＣカード内で電子署
名の処理（暗号化）が
行われる

③電子署名が付された
情報がパソコン内に取
り込まれる

情報

電子署名はＩＣカード内で行われ、パソコン
内に秘密鍵のデータが移ることはない。

【電子署名の方法】
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申請書

電子証明書

電子署名

行政機関等

８，行政機関等のサーバー
が受信

送信

７，送信の該当箇所を
クリック

○　氏名　総務太郎　　
○　住所　××市……

【パスポート申請様式】

クリック

申請書 電子署名 電子証明書

○　氏名　総務太郎　　
○　住所　××市……

１Ｅ４８９ＢＤＦ３７
ＣＦ２８０１ＡＤ４９
…………………
…………………
……………

○　氏名　総務太郎　　
○　住所　××市……

○　公開鍵　　　　　　　
　　　
８９ＢＤＣ１０５……

全体が暗号化され、行政機関等に送信

■　電子証明書の公開鍵で電子署名を復号し、申請書と照合（自動的に実行）

■　電子証明書の氏名等と申請書の氏名等を照合

５．電子署名を利用したオンラインによる申請・届出等のイメージ（２）５．電子署名を利用したオンラインによる申請・届出等のイメージ（２）

■　電子証明書の有効性を確認
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電子証明書

申請書

受付窓口

ＩＣカード持参

公的個人認証サービス
電子証明書発行申請書

　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日　　
　

申請者氏名 　　総務　太郎

ﾛｰﾏ字表記　　ｓｏｕｍｕｔａｒｏ

生年月日　　　　昭和２５年０４月０１日

性別　　　　　　　男

住所 　　霞ヶ関２丁目１番２号

２．受付手続
　　（申請書提出）

３．本人確認

　・実在していること
　　（住民基本台帳データと突合）
　・本人であること
　　（運転免許証etc.）

ＩＣｶー ﾄ゙への
暗号鍵ﾍﾟｱ書込

鍵生成装置

公開鍵
秘密鍵

４．本人確認後、住民自身
　　による鍵生成

５．公開鍵提出

公開鍵提出

６．証明書発行手続

都道府県知事が発行

電子証明書

７．証明書の交付

受渡窓口

（担当者）

１．市町村役場へ行く

６．電子証明書の発行等の手続イメージ６．電子証明書の発行等の手続イメージ

（担当者）

（担当者）

（担当者）

（市町村窓口に設置）

ＩＣカードへの
電子証明書の
書き込み

住民の秘密鍵
電子証明書


